
＊道路情報板ガイダンスシステムとは・・・
津波情報、地震情報、通行規制等の各種情報をリアルタイムで正確に各道路情報

板に表示するシステムです。
津波を例にとると、以下に示すように従来概ね５９分かかっていた道路利用者へ

の情報提供が概ね４分で行えるようになります。

○津波到達前に道路利用者が津波情報を知ることにより、津波に備えての迅速な事前対
応が可能となります。

○道路情報板の設置状況
酒田河川国道事務所では２７台の情報板を設置しています。
国道7号では鼠ヶ関、東両羽町、女鹿など１５台設置しています。
国道４７号では清川など４台設置しています。
国道１１２号では中台、田麦俣など８台設置しています。

このように
表示されます。

▲鼠ヶ関道路情報板

「県内　津波警報　発令中」


